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地域貿易協定における環境条項

箭 内　彰 子

はじめに

　貿易に関する国際ルールは世界貿易機関（World Trade Organization: WTO）

とその前身である関税及び貿易に関する一般協定（General Agreement on Tar-

iffs and Trade: GATT）を中心に形成されてきた。しかし近年，地域貿易協定

（regional trade agreement: RTA）を通じた二国間・地域間レベルでの貿易自由

化が急速に重要度を増しており1，WTOルールとは別に当事国間にのみ適

用される貿易ルールが網の目のように形成され，複雑な様相を呈している。

　最近の RTAの特徴として，（1）途上国が参加する RTA，なかでも先進国

－途上国 RTAが増えていること2，（2）環境や労働といった新たな分野を扱

う RTAが増えてきていること，が挙げられる。RTAは本来，当事国間での

関税引き下げを趣旨としている。このため，通常，関税撤廃・削減について

の取り決めや数量制限の禁止，セーフガード，アンチ・ダンピング，原産地

規則といった関税に関連する規定が中心となる。しかし最近では，WTOの

交渉アジェンダには入っているが合意までに時間がかかりそうなもの（たと

えば電子商取引など）や，いわゆるWTOプラスと呼ばれるイシュー，すなわ

ちWTO協定の対象外となっている競争法や投資，労働などを RTAで扱う

ケースも増えてきている。WTOにおけるドーハ開発アジェンダの交渉が行

き詰まり，各国が RTAを通じて貿易自由化を実現する動きが高まっている
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ことから，環境関連の規定についても RTAのなかに組み込むことによって

WTOでの合意を待たずに実施を図っている。

　RTAの環境条項上の権利義務関係は，WTO協定や国際環境条約（multilat-

eral environmental agreements: MEAs）といった多国間ルールに優先して加盟国

に適用される場合もある。このため，各国の権利・義務関係はよりいっそう

複雑化している。また，各 RTAの環境に対する対応もまちまちである。

RTAがその締結数の急増により国際貿易を規律する一つの手段となってい

る現実をかんがみると，RTAにおける環境条項についても議論を始める時

期にきているといえよう。実際，RTAにおける環境条項についての議論は

少しずつだが増えてきている。とりわけ OECDは RTAにおける「貿易と環

境」問題をいち早く取り上げ（OECD 2000），その後も継続的に考察を加え

てきた（OECD 2007; Tébar Less and Kim 2008; George 2011; Gallagher and Serret 

2011など）。しかし，RTAにおける環境条項を途上国の視点からとらえたも

のは少ない3。そこで本章では，先進国－途上国 RTAの増加により，貿易と

環境をめぐる問題で途上国が何らかの問題に直面していないか，あるいは貿

易自由化を優先し，環境保護への配慮が不十分な RTAはないか，といった

問題を扱うことにする。

　まず第 ₁節では RTAにおける環境条項について整理する。第 ₂節では途

上国との RTAを数多く締結している米国，欧州連合（European Union: EU），

日本，カナダに加え，途上国間 RTAを取り上げ，それらの RTAの環境条項

に関する特徴を検討する。そして第 ₃節では，途上国が RTAに起因して直

面している環境問題について検討する。

第 ₁節　環境条項の概要

　RTAが環境に関する事項をどのように扱っているかは，ケースバイケー

スである。RTAに参加するメンバーが異なれば，当該 RTAでの環境問題の
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扱い方も異なる。また，同じ国の RTAであっても交渉・締結の時期や相手

が異なれば，環境問題をどのように RTAに組み入れるかも異なる場合があ

る。そこでまずは RTAのなかで環境問題がどのように扱われているかを概

観する。

₁．RTAのなかに環境条項を取り込む手段

　RTAのなかに環境条項を取り込む手段は，それぞれの RTAで異なってい

る。最も多い形式は，前文で環境問題への配慮を簡単に言及しているもので

ある。RTAは本来，貿易自由化を目的としたものであり，1980年代までに

締結された多くの RTAでは環境に対する配慮はさほど重視されていなかっ

た。しかし，国際社会における環境への関心の高まりを受け，徐々に環境保

護についても各 RTAの前文で言及されるようになった。近年では，多くの

RTA，とりわけ先進国が当事者として参加している RTA の前文のなかに環

境や持続的発展に関する文言が含まれている。たとえば北米自由貿易協定

（North American Free Trade Agreement : NAFTA）では「カナダ政府，メキシコ

合衆国政府およびアメリカ合衆国政府は次のことを決議する。前掲の各項目

を環境の保護や保全と調和させながら取り行うこと，持続的発展を促進する

こと，環境関連の法規を発展させ，執行すること（抜粋）」，Japan-Chile 

RTA⑷では「経済的開発，社会的開発および環境保護が相互に依存しており，

かつ，持続可能な開発に関する相互に補強しあう柱であること並びに戦略的

な経済上の連携が持続可能な開発を促進する上で重要な役割を果たすことが

できることを確信し」となっている。ただし，こうした文言の法的拘束力は，

詳細な規定となっている協定の各条文に比べて弱い⑸。

　つぎに，環境に関する章を設けて詳細に規定している RTAがある。たと

えば，西アフリカ諸国経済共同体（Economic Community of West African States: 

ECOWAS）の第 ₆章「環境と天然資源に関する協力」や Canada-Colombia 

RTAの第17章「環境」などである。そして本協定とは別枠の付属協定にお
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いて規定するパターンもある。この付属協定という形式をとる RTAのなか

でも，NAFTAのように本協定締結と同時に環境問題に関する補完協定

NAAEC（North American Agreement on Environmental Cooperation）が発効する

場合と，南米南部共同市場（Mercado Común del Sur: MERCOSUR）のように，

本協定締結後に環境に関する枠組み協定を別途締結する場合とがある。ちな

みにMERCOSURの協定自体は環境保護に配慮する旨を前文で言及するの

みであり，付属協定が締結されたのは本協定締結後10年経ってからである

（Tébar Less and Kim 2008, 6）。US-CAFTA-DR FTAは第17章で環境に関する章

を設定するのと同時に環境協力協定（Environmental Co-operation Agreement）

という付属協定も締結しており，RTAのなかでも環境への配慮が強い。また，

章として独立してはいないが，関連する項目で環境への配慮を言及する場合

もある。日本が当事国となっている RTAはこの形式をとるものがほとんど

である。

₂．環境条項で扱われる項目

　環境条項として扱われる項目は，おもに，環境問題に関する協力，環境に

関する基準，国内環境規制のエンフォースメント，紛争解決手段，環境規制

に関する当事国の権利，国際環境条約との関係，そして例外条項などである。

1　環境問題に関する協力

　経済協力とキャパシティ・ビルディングは，多くの RTAに取り入れられ

ている事項である。その協力のなかの一分野として環境が掲げられていたり，

あるいは環境についてまとまった規定がある場合（環境に関する章など）は，

そのなかで環境協力を規定したりしている。また，環境に関して幅広く協力

を約束している RTAと，特定の当事国の関心事項について協力を規定する

RTAとがある。先進国－途上国 RTAでは環境に関するキャパシティ・ビル

ディングを規定しているものが多い。とりわけ，米国や EUが当事者となっ
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ている RTAの場合は，協力のための基金を準備していることもある。また，

環境協力を実施するためのメカニズムを RTA自身に組み込んでいる場合も

あるが，RTAでは協力の約束にとどまり，実施に向けた枠組みづくりは

RTA締結後に構築する場合もある。

2　環境に関する基準

　ほとんどの RTAが環境法の規律や環境に関する基準のレベルを維持，あ

るいは強化することを規定している。貿易・投資を増大させるために環境基

準を緩和した結果，環境破壊を招かないようにするためである。それぞれの

RTAで，①環境法の施行を義務づけるもの，②環境基準のレベルを維持，

少なくとも引き下げないことを規定したもの，③環境基準を強化することを

規定したもの，④当事国間の環境基準を調和化することを規定したもの，な

どがある（Tébar Less and Kim 2008, 12）。

3　紛争解決手続き

　環境条項のなかには当事国が負う義務を規定している場合もある。そうし

た RTAでは，義務の履行を確保するために何らかのメカニズムを導入して

いる。その一つが紛争解決手続きである。それぞれの RTAで国家間の協議，

評議会による紛争処理手続き，仲裁などさまざまな手段が用意されている。

環境専門家の名簿作成や利害関係者からの申立の容認など，当事国の政府以

外の参加も広く認めている場合もある。当該 RTAが紛争解決手続きについ

て別途規定している場合は，それを準用することもある。

⑷　環境規制に関する当事国の権利

　多くの RTAは環境保護の水準や，どのような環境政策を実施し，どのよ

うな環境法を施行するかなど，環境保護のために自国内においてどのような

行動をとるかについて各国に決定権があることを認めている（Tébar Less and 

Kim 2008, 13-14）。
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⑸　国際環境条約との関係

　RTAと国際環境条約の関係について明確な表現で規律している RTAは少

ない。この問題について初めて明文規定をおいたのは NAFTAである。

NAFTAの補完協定である NAAECの第40条（他の環境協定との関係）は「こ

の条約のいずれも，条約当事国が有している国際環境条約上の権利義務に影

響を及ぼすよう解釈されない」とし，NAFTAと国際環境条約の権利義務が

衝突する場合は，国際環境条約の権利義務が優先するとしている（UNEP and 

IISD 2005, 98）。このような明文規定をおいている RTAはほかに，Canada-

Chile RTA，Canada-Costa Rica RTA，Canada-Colombia RTA，Mexico-Chile 

RTAなどである。

⑹　例外条項

　GATT第20条の文言がそのまま採用される場合が多い。GATTで言及され

ていない環境措置を列挙し，それを貿易制限措置の例外として認めると明言

しているものはごくわずかである。カナダや米国が NAFTA締結以降に交

渉・締結した RTAには，こうしたWTOプラスの規定が含まれている。

₃．法的拘束力の有無

　多くの RTAは法的拘束力のない形態で環境条項を組み込んでいる。努力

規定であることを示唆する用語を使ったり，New Zealand-Thailand RTAのよ

うに，環境条項について 「政治的コミットメントではあるが，いずれの締約

国に対しても法的拘束力はない」と規定し，その法的拘束力を明確に否定し

たりしている（Tébar Less and Kim 2008, 6）。ただし，法的拘束力のある環境

条項をもつ RTAもある。米国が当事国となっている RTAがよい事例として

挙げられよう。たとえば NAFTAの補完協定である NAAECは，各国に環境

法の実効的な実施と条約に規定されているコミットメントを実施できるメカ

ニズムの形成などを義務づけている（Tébar Less and Kim 2008, 6）。



第 9章　地域貿易協定における環境条項　259

₄ ．環境影響評価（環境アセスメント）の有無

　RTAの締結前に環境アセスメントの実施を規定するタイプと締結後に環

境アセスメントを要請するタイプ，さらには，フォローアップのための定期

的な環境アセスメントを規定するタイプとがある（Tébar Less and Kim 2008, 7）。

事前の環境アセスメントは協定の交渉に反映される可能性が高く，当該協定

の環境への配慮を高める効果がある。一方，事後，あるいはフォローアップ

の環境アセスメントは，確定した協定内容の環境への影響を実際に検討する

ことにより，協定の見直しなどにつながる可能性がある。

　ある政策を策定する段階で環境アセスメントを導入する国は多いが，RTA

交渉の際に事前の環境アセスメントを課している国はさほど多くない。現時

点では，米国，カナダ，EUぐらいであろう⑹。これらの国々は，RTA交渉

の相手国が独自に環境アセスメントを実施することを奨励し，そのための資

金援助も行っている。一方，ニュージーランドは National Interest Analysis

と呼ばれる事後の環境アセスメントを行っている。また，RTA自体のフィ

ージビリティスタディを実施する際，そこに環境アセスメントを含む場合も

ある。たとえば，New Zealand-China RTAは，協定交渉に入る前に実施した

フィージビリティスタディで環境に対する影響も考慮している（Tébar Less 

and Kim 2008, 9）。

　環境アセスメントは RTA締結の条件となっているわけではなく，アセス

メントを要請する国際的制度があるわけでもない。あくまで，各国法を根拠

として実施されている。たとえば，米国の環境アセスメントは1969年に制定

された国家環境政策法（National Environment Policy Act: NEPA）と Executive 

Order 13141を法的根拠としており，カナダは1999年の政策・プラン・プロ

グラムの環境アセスメントに関する閣議指令（Cabinet Directive on the Envi-

ronmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals）と2001年貿易交渉に

関する環境アセスメント実施枠組み（Framework for Conducting Environmental 
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Assessments of Trade Negotiations）に基づく。また EUの持続可能性影響評価

（Sustainability Impacts Assessment: SIA）は，欧州委員会（European Commission）

が2002年に発表したガイドライン（Communication from the Commission on Im-

pact Assessment）に基礎をおいている⑺（Tébar Less and Kim 2008, 8; UNEP and 

IISD 2005, 98; 環境省 2004）。

第 ₂節　各国 RTAの環境条項の特徴

　途上国が参加する RTAとしては，先進国－途上国 RTAと途上国間 RTA

の ₂種類がある。前者のタイプの RTAで留意すべきは，締約国が先進国と

途上国であっても，RTAにより発生する権利・義務は同じであるという点

である。たとえば NAFTAで規定されている定期的な環境報告書の提出や，

US-Chile RTAで規定されている国内法令の環境保護水準の強化といった義

務は，メキシコもチリも米国と同じように負うのである。

　そもそも，GATT/WTOには途上国にだけ優遇措置を付与する「特別かつ

異なる待遇」（special and differential treatment: S&D）が導入されている（本書

第 ₆章参照）。これにより，途上国メンバーは GATT第 ₁条（最恵国待遇）の

規定にかかわらず，一定の条件を満たせば GATT/WTOルールの義務免除や

特恵関税など，さまざまな優遇措置を享受することができる。しかし，この

S&Dは途上国間 RTAには適用されるが⑻，先進国－途上国間で締結された

RTAには適用されない⑼。

　本節では先進国－途上国 RTAおよび途上国間 RTAがどのような環境条項

を規定しているかについて検討する。その際，先進国側の当事者として数多

くの先進国－途上国 RTAを締結している米国，EU，日本，カナダを取り上

げて，それぞれの環境条項の特徴を考察する⑽。
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₁ ．米国の RTAにおける環境条項の特徴

　米国が当事国となっている RTAは，現在（2013年12月）14本が効力を発生

しており，その他交渉中のものとして，環太平洋パートナーシップ（Trans-

Pacific Partnership: TPP）協定への参加⑾などがある。最も古いのは1985年にイ

スラエルとの間で締結された RTAで，その後，1990年代は1994年の NAFTA

（その前身となる US-Canadaを含む）だけであるが，2000年以降，その数を急

速に増やしている。相手国は途上国がほとんどで，NAFTAのカナダ，そし

てオーストラリア（2005年発効）以外，すべて途上国となっている（表 ₁）。

表 ₁　米国が締結した RTA

効力発生日
（年/月/日） 相手国・地域

【おもな環境条項】

前文 付属
協定 章 条項（環境に関する章以外のもの）

1 1985/8/19 Israel × × × なし

2 1994/1/1 Canada, Mexico
（NAFTA） ○ ○ × MEAとの関係（104条），

投資（1106，1114条など）

3 2001/12/17 Jordan ○ × × 環境（ ₅条），一般的例外（12条），
履行監督（15条）

4 2004/1/1 Chile ○ × 第19章 投資（10.12条），一般的例外（23.1条）

5 2004/1/1 Singapore ○ × 第18章 投資（15.10条），履行監督（20.1条），
一般的例外（21.1条）

6 2005/1/1 Australia ○ × 第19章 投資（11.11条），履行監督（21.1条），
一般的例外（22.1条）

7 2006/1/1 Morocco ○ × 第17章 投資（10.10条）
8 2006/8/1 Bahrain ○ × 第16章 一般的例外（20.1条）

9 2006～ 
2009年1） CAFTA-DR ○ × 第17章 投資（10.1条），一般的例外（21.1条）

10 2009/1/1 Oman ○ × 第17章 投資（10.10条），一般的例外（21.1条）
11 2009/2/1 Peru ○ × 第18章 投資（10.11条），一般的例外（22.1条）

12 2012/3/15 South Korea ○ × 第20章 投資（11.10条），政府調達（17.7条），
一般的例外（23.1条）

13 2012/5/15 Colombia ○ × 第18章 投資（10.11条），一般的例外（22.1条）
14 2012/10/31 Panama ○ × 第17章 投資（10.11条），一般的例外（21.1条）

（出所）　WTO，アメリカ合衆国通商代表部（USTR）のウェブサイト等から，筆者作成。
（注）　1）US-CAFTA-DRの効力発生日は，参加国によって異なる。
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　米国が締結した RTAの特徴は，NAFTAの環境に関する補完協定（NAAEC）

を原型に，その後の多くの RTAが本協定のなかに環境に関する詳細な章を

有していることである。例外として，前文にも本協定にも環境に関する言及

がない US-Israel RTAと，本協定の第 ₅条で環境について規定するのみであ

る US-Jordan RTA⑿の二つが挙げられる。

　US-Israel， US-Jordanを除いた，各 RTAの環境関連章／付属協定を比較し

てみると，NAFTAを除くほかの RTAは，若干の異同はあるがほぼ似たよう

な構成となっている（表 ₂）⒀。締約国は持続可能な開発原則の遵守と環境法

規の強化が求められ，そうした法令の国内での執行を監視する組織的枠組み

も規定されている。また，紛争処理手続きも具体的に定められており，締約

国間で紛争が生じた場合は，まずは協議を開始し，それでも解決できない場

合はパネルを設置することができる。パネリストの名簿作成に関する規定も

あり，それぞれの RTAで紛争解決を図れる体制を整えている。さらに，環

境にかかわる分野での協力や，市民参加の手立てについても触れており，幅

広い規定となっている。NAFTAは定期的に環境報告書を公表する義務や環

境に関連する法令の公開なども含んでおり，より多くの義務が規定されてい

る。また，貿易と投資を促進するために国内の環境保護水準を引き下げたり

環境規制を緩和したりするのは不適切であることを明確にしている。そして，

環境に関する義務は，RTAに規定されている紛争解決制度によって履行が

確保される。

　米国が RTAのなかに環境保護を確保するための詳細な規律を整える背景

には，米国の政策決定構造がある。米国の場合，当事者間で RTA交渉が合

意に至っても効力発生には議会での承認が必要となる。このため議会での承

認が得やすいように，交渉過程で環境問題についてもきちんとした議論を行

い，各 RTAにアメリカン・スタンダードともいえる一連の環境条項を組み

込むようにしている。こうした米国の RTAにおける環境条項は各相手国の

環境基準の維持 ･強化を促す機能を有している。RTAの環境条項が実際に

相手国の環境政策にどの程度の影響を与えているかを明らかにするのは難し
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表 ₂ 　米国の RTAにおける環境条項

1

環境保護の水準（Levels of Protection）
締約国は高水準の環境保護を保証するように法整備を行い，環境関連法の強化を行うよう求められてい
る。しかし，環境保護の水準については，各国がそれぞれ決定権を有する。
・NAFTAの規定：国内における環境保護の水準については，各国がそれぞれ決定権を有する。人，動
物および植物の生命・健康を保護するために，国際基準より厳しい措置をとることも認められてい
る。また，科学的証拠が不十分でも暫定的な措置を講じることができる予防原則を認めている。

2

環境関連法の施行（Enforcement of environmental laws）
締約国は，協定に規定されている環境保護基準や環境に係わる政策に反することなく，自国の環境関連法
に従うよう求められている。各締約国は環境問題に関して調査，訴追，取締りに関して裁量権を有してお
り，資源の分配に関して政策決定をする権利を保持している。
・NAFTAの規定：環境，環境保護のための緊急措置，環境教育，科学的調査，技術進歩などについて
定期的な報告を行い，国境内外の環境影響評価を行う。各加盟国内で使用が禁止されている農薬や有
害物質を他の締約国に輸出することを禁ずるように配慮する。

3
手続き事項（Procedural Matters）
環境法の違反申立に対し，遅滞なく適切な法的，行政的手続きをとる。

4
環境保護実施メカニズム（Mechanisms to Enhance Environmental Performance）
違反申立に対する手続きを円滑に実施するために，任意のメカニズムを整備する。

5
制度整備（Institutional Arrangement: Environmental Affairs Council）
条約の履行確保に向けて，組織（Environmental Affairs Council）を設立する。

6
公衆参加の機会確保（Opportunities for Public participation）
環境法やその執行に関する情報を公開し，社会的認知度を上げるよう努力する。

7

環境協力（Environmental cooperation）
締約国が適切と考える環境に関する協力を推進することを奨励。
・NAFTAの規定：環境協力委員会（Commission for Environmental Cooperation: CEC）を設置。役割
は，NAFTAの環境影響に関する市民との連絡窓口や各国環境関連法の執行確保など。

8

環境協議（Environmental consultation）
締約国間で生じた問題に関して，相互に納得的な解決方法を探るための協議メカニズムを設定している。
専門家あるいは仲裁者との協議も可能。こうした協議は紛争解決手段に訴える前に必ず実施することを求
めている。
・NAFTAの規定：各締約国は他の締約国が環境関連法の有効な履行確保の義務を怠っている場合，協
議を求めることができる。

9

他の国際レジームとの関係（Relationships to other international regimes）
各締約国は，個々の環境目的を達成するために貿易制限措置を備えている場合であっても，MEAsの重要
性を認めている。そして，ドーハ閣僚宣言に盛り込まれているように，既存のWTOルールとMEAsに規
定されている貿易制限措置の関係について交渉が続けられていることにも留意。その交渉結果について，
当該協定にも効力が及ぶかどうかについては協議が必要である。
・NAFTAの規定：ワシントン条約や，モントリオール条約などMEAsの貿易措置規定と NAFTAが矛
盾する場合はMEAsを適用する。ただし，代替手段（同じ効果が得られかつ利用可能な手段）があ
る場合には，NAFTAの規定に抵触する範囲が最も小さい手段を選択しなければならない。

10

紛争解決手続き（Environmental Panel Procedure）
紛争解決手段については，協定の他の条項と同様に，本協定に定められる規定に従うことになるとされて
いるが，協定に基づく紛争解決手段に付託される事項は，環境関連法の執行が当事国間の貿易を侵害する
場合に限られている。この結果，協定当事国は，それぞれ独自に環境関連法を制定したりそれら法律のモ
ニタリングをする権利を保持している。
・NAFTAの規定：加盟国間の紛争処理は NAFTAのみに基づいて行うことができる。当事国間の協議，
評議会による紛争処理手続，仲裁パネル手続などの規定があり，それらにしたがって進められる。挙
証責任は申立国（他の加盟国の環境，健康，安全基準などが NAFTA違反であるとして訴えた国）が
負う。また，紛争解決パネルが独自に科学的審査機関を設置したり，外の専門家から意見聴取するな
ど，環境に関する専門的知見を得るためのメカニズムを備えている。

・US-Chile FTAの規定：対抗措置として，経済制裁のみならず罰金を認めている。
11 定義（Definition）

（出所）　各 RTA条文から筆者作成。
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いが，少なくとも公衆参加の機会確保（環境法やその執行に関する情報を公開

し，社会的認知度を上げるよう努力する）の規定により，貿易と環境の関係性

について一般の認識が高まったり，米国の RTA相手国がその後の他国との

RTA交渉において環境に意識した交渉を行っていると指摘されている（Coly-

er 2011, 108）。

₂．EUの RTAにおける環境条項の特徴

　EUはこれまで多くの RTAを結んできており，その数は2013年12月時点

で34本に上る。相手国としてはヨーロッパが一番多く，次いで中東，アフリ

カとなっている（表 ₃）。2011年 ₇ 月に効力を発した EU-South Korea RTAは

アジア諸国との最初の RTAとなった。

　EUの RTAを環境条項の観点からみた場合，大きく三つのグループに分

類できる。（1）環境条項がない，あるいはほとんどない RTA，（2）経済協力

を実施する際には環境に配慮するよう規定している RTA，そして（3）環境

に関する章が設けられ，詳細に規定されている RTAである。1970年代から

1990年代前半にかけて締結されたものは，ほとんどすべて環境条項を含んで

いなかったが，海外領（Oversea Countries and Territories: OCT）との協定であ

る EU-OCT RTAや関税同盟である EU-San Marino RTAは，それぞれ2000年

代に入ってから改定された際に，環境条項が挿入されている。また，EU-

Lebanon RTA（2003年発効）や EU-Bosnia and Herzegovina RTA（2008年発効）

など比較的新しいもののなかにも，環境条項がない RTAがある。

　二つ目のカテゴリーの RTAでは，産業，運輸，エネルギー，観光といっ

たさまざまな経済協力分野において環境配慮の文言が挿入されている。また，

環境分野における協力にも言及されている。1990年代後半あるいは2000年代

に締結された RTAの多くがこのタイプであり，EU-South Africa RTAや EU-

Jordan RTA，EU-Montenegro RTAなどはこれにあたる。それらのなかでは，

たとえば，EU-South Africa RTAの場合，産業協力は「環境保護，持続的開
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表 ₃ 　EUが締結した RTA

効力発生日1）

（年/月/日） 相手国・地域
【おもな環境条項】

前文 付属協定 章 条項（環境に関する章以外のもの）

1 1971/1/1 OCT ○ × × サービス貿易（13条），貿易と環境（51条）

2 1973/1/1 Switzerland and 
Liechtenstein

× × × ―

3 1973/4/1 Iceland × × × ―
4 1973/7/1 Norway × × × ―
5 1977/7/1 Syria × × × 協力（ ₄条）
6 1991/7/1 Andora（関税同盟） × × × ―

7 1992/12/1 San Marino
（関税同盟） × × × 環境保全（16条）

8 1994/1/1 EEA × × × ―
9 1996/1/1 Turkey（関税同盟） × × × ―
10 1997/1/1 Faroe Island × × × ―

11 1997/7/1 Palestinian 
Authority 

× × × 経済協力と社会開発（50条）

12 1998/3/1 Tunisia × × × 経済協力（43，45条），環境協力（48条）

13 2000/1/1 South Africa × × × 経済協力（50，51，57～60条），開発協力（66条），
環境協力（84条）

14 2000/3/1 Morocco × × × 経済協力（43，45，49条），環境協力（48条）
15 2000/6/1 Israel × × × 経済協力（42，46，51条），環境協力（50条）
16 2000/7/1 Mexico ○ × × 協力（21，23，37条），環境協力（34条）

17 2001/6/1
Former Yugoslv 
Republic of Macedo-
nia

× × × 政策協力（80，85，98，99条），環境（103条）

18 2002/5/1 Jordan × × × 経済協力（60，62，71，75条），環境協力（65条）
19 2003/2/1 Chile2） ○ × × 協力（16，24，44～49条），環境協力（28条）
20 2003/3/1 Lebanon × × × ―
21 2004/6/1 Egypt × × × 経済協力（40，54，60条），環境協力（44条）
22 2005/9/1 Algeria ○ × × 経済協力（48，50，58，61），環境協力（52条）
23 2006/12/1 Albania × × × 協力（86，92，106条），環境協力（108条）
24 2008/1/1 Montenegro ○ × × 政策協力（88，94，108～109条），環境協力（111条）

25 2008/7/1 Bosnia-Herzegovi-
na

× × × ―

26 2008/11/1 CARIFORUM ○ × 第 ₄章 持続的開発（ ₃， ₈条），農業（43条），TBT（45，
49条），環境基準の維持（73条），協力（190条）

27 2009/1/1 Cote d’lvoire × × × 環境保護のための関税賦課（16条），透明性（41条）
28 2009/11/1 Cameroon ○ × × 持続的開発（60条）

29 2009/12/20 Papua New Guinea 
and Fiji

× × × 持続的開発（ ₃条）

30 2010/2/1 Serbia × × × ―
31 2011/7/1 South Korea ○ × 第13章 環境基準の維持（1.1条）
32 2012/5/14 ESA × × 第 ₄章 漁業（25条），経済開発協力（38条）
33 2013/3/1 Colombia and Peru ○ × 第 9章 一般的例外（106条）
34 2013/8/1 Central America ○ × 第 ₅章 政治対話（20条），協力（63～67条）

（出所）　WTO，EUのウェブサイト等から，筆者作成。
（注）　1）物品 RTAとサービス RTAがある場合は，物品 RTAの効力発生日。
　　　2） ただし，2003年に発効したのは貿易に関する部分のみで，協定全体の発効は2005年 ₃ 月 ₁ 日。
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発そして経済的エンパワメントが確保されることを条件に」，鉱業分野では

「環境と持続的開発を適切に考慮に入れて」協力を行う，といった環境保護

に資する条件を課している。しかし EU-Cameroon RTAや EU-Papua New 

Guinea and Fiji RTAのように，持続的開発に関する条文のなかで環境に言及

するにとどまっているものもある。

　三つ目のカテゴリーに該当するのは2000年代後半から2010年代にかけて発

効した RTA である。なかでも EU-CARIFORUM⒁ RTAや EU-ESA⒂ RTAは

コトヌ協定に代わるアフリカ ･カリブ ･太平洋（African, Caribbean and Pacific: 

ACP）諸国との双務的な RTAとして締結されたもので，ACP諸国に対する

特恵貿易制度を含むロメ協定の流れをくんでいる。とりわけ EU-CARIFO-

RUM RTAはカリブ海地域の開発を主要な目的としているが，同時に，環境

保護も RTAの重要な要素と考えている。このため，RTAの前文で環境保護

の必要性をうたったうえで，環境に関する章（第 ₄章）も設けている。さら

に環境に関する章のほかにも，環境に言及する条項が数多く盛り込まれた。

そして，RTAを締結することによって生じる環境への影響に対応できるよう，

生産者を支援するための技術支援，環境協力，キャパシティ・ディベロップ

メントなども規定している。こうした規定に基づき，実際に環境関連製品や

サービスの自由化を優先的に進めている。

　EUの RTAの多くには，投資奨励のために環境基準を緩和することを禁

じる条文がない。また，国際環境条約との関係や一般的例外として準用して

いる GATT第20条に環境も含めるといった規定もない。この点，明文規定

を有する米国やカナダの RTAと大きな違いがある（Colyer 2011, 132-133）。

しかし，2011年の EU-South Korea RTAには国際環境条約の当事国としての

義務を果たすこと（第13.5条），環境保護水準の決定権や環境関連法の執行権

は各国が有していること（第13.3条）などの条項がある。また，2013年の

EU-Columbia and Peru RTAには一般的例外に環境を加える文言が挿入され

た（第106条）。環境に関する章を設けている最近の RTAにおいては，環境に

関する規定が充実してきている。
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₃ ．日本の RTAにおける環境条項の特徴

　日本が当事国となっている RTAのうち，現在（2013年12月）すでに効力を

発生しているものは13本，その他，Japan-South Korea，Japan-Australia，日

中韓，TPPのように現在交渉中のものや，Japan-Canada，Japan-Colombiaな

ど共同研究の過程にあるものがある。日本が RTAを貿易政策の一手段とし

て活用するようになったのは最近のことであるが，2002年の Japan-Singapore 

RTAを皮切りに，その後，締結，交渉の相手国を急速に増やしている。締

結済み RTAの相手国は ASEAN諸国および中南米の途上国がほとんどで，

スイス（2009年発効）以外，すべて途上国となっている（表 ₄）。

　日本の RTAにおける環境条項の特徴は，まず，関連規定が非常に少ない

ことである。独立した章あるいは付属協定という形ではなく，投資あるいは

規格・基準といった章のなかに環境に触れている条文が存在するに過ぎない。

ほとんどの RTAに含まれているのが，環境規制を緩和することにより投資

を奨励してはいけないという条項である。また，規格・基準の相互認証に関

連して「環境を保護するための適切な措置をとることは容認される」という

条項も多くの RTAに含まれている。これらを除くと，日本が当事者となっ

ている RTAにおいては，環境は，人材養成，金融サービス，情報通信技術

などと並ぶ協力分野の一つであるという認識であり，環境保護に向けた国内

法令の整備，執行，遵守を求めているわけではない。

　このように環境に対してあまり関心を払ってこなかった日本の RTAであ

るが，最近そうした傾向に変化がみられる。まず，2007年の Japan-Chile 

RTAでは署名に際して共同声明が発表され，その添付声明 ₄本のうちの一

つとして，環境に関する声明が採択された⒃。さらに2011年 ₈ 月に発効した

Japan-India RTAでは，第 ₁章（総則）第 ₈条に環境保護と題する条文を掲げ

ている（表 ₅）。そのなかでは，環境政策の実施については，各国がそれぞ

れに権利を有すること確認したうえで，環境保護の水準の維持・強化や環境
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表 ₄ 　日本が締結した RTA

効力発生日
（年/月/日） 相手国

【おもな環境条項】

前文 付属
協定 章 条項（環境に関する章以外のもの）

1 2002/11/30 Singapore × × × 例外条項（54条：相互認証の規定に関する一般的例
外），環境協力（実施取極第 ₈章：科学技術）31条

2 2005/4/1 Mexico × × ×

投資（65条：環境保護のための技術の使用は特定措
置の履行要求を禁止する規定の例外，74条）
紛争解決（90条：仲裁手続きにおいて，環境に関す
る専門家による報告を認める）
環境協力（147条）

3 2006/7/13 Malaysia × × × 投資（90条），環境協力（140条（g））

4 2007/9/3 Chile ○
×
共同
声明

× 投資（87条）

5 2007/11/1 Thailand × × × 投資（111条）
6 2008/7/1 Indonesia × × × 投資（74条），環境協力（134条（i））

7 2008/7/31 Brunei ○ × ×

投資（71条）
エネルギー（93条：エネルギー関連活動による有害
な環境上の影響の最小化，環境配慮の政策実施，環
境技術移転の奨励）

8 2008/12/1 ASEAN × × ×
例外条項（44条 ₃ 項：環境保全を目的とする場合，
規格を立案，制定，適用する権利は妨げられない）
環境協力（53条（k））

9 2008/12/11 Philippines × × ×

物品貿易（27条：中古の四輪自動車輸入の際，相手
国の環境基準適合性にかかわる制度を利用する）
例外条項（66条：相互認証に関する規定にかかわら
ず，各締約国が必要と考える場合は環境保全を目的
とする措置をとることができる），投資（102条），
環境協力（144条（d））

10 2009/9/1 Switzerland ○ × ×

環境貿易促進（ 9条：環境に関する産品および環境
関連サービスの貿易の促進），投資（101条）
例外条項（117条 ₂ 項：環境に対する重大な損害を
回避するために，特定の発明を特許の対象から除外
し，商業的な実施を防止することができる）

11 2009/10/1 Viet Nam × × ×
例外条項（51条 ₃ 項：環境保全を目的とする場合，
規格を立案，制定，適用する権利は妨げられない）
環境協力（111条（g））

12 2011/8/1 India ○ × ×
環境保護の水準（ ₈条），環境法の施行（ ₈条）
MEAsとの関係（ ₈条），投資（99条）
環境協力（129条（a））

13 2012/3/1 Peru ○
× 
共同
声明

×

一般的例外（10条），政府調達（149条 ₅ 項：政府調
達の際，環境保全を技術仕様の要件に含めることが
できる），例外条項（161条：政府調達），環境協力
（200条（d））

（出所）　WTO，外務省のウェブサイト等から，筆者作成。 
（注）　 投資に関する規定は，とくに説明のない場合，投資奨励を目的とする環境措置の緩和を禁

止したもの。
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法制の履行確保，環境政策に関する公衆への周知，環境物品／サービス貿易

の奨励，国際環境条約に基づく権利義務の再確認などが規定されている。ま

た，経済協力の一分野として掲げられている状況は同じであるが，その順番

が以前の RTAの場合は ₇～10番目であったのに対し，Japan-India RTAでは

₁番目に挙げられている。

　環境に関する共同声明の採択という点では，2012年の Japan-Peru RTAでも，

署名（2011年 ₅ 月）に際し「貿易と環境に関する共同声明」と「生物多様性，

遺伝資源の取得の機会および伝統的な知識に関する共同声明」が発表された。

「貿易と環境に関する共同声明」のなかでは，Japan-India RTA第 ₈条の ₁項

に掲げられたものとほぼ同じ文言で，環境政策に関しては各国がそれぞれに

権利を有することを確認し，環境保護の水準の維持・強化や環境法制の履行

確保に努力すること，貿易と環境の分野において協力することをうたってい

る。とりわけ，生物多様性条約および国連気候変動枠組条約に基づきそれら

の条約の目的達成に向けた協力をいっそう強化し，持続可能な森林経営を推

進するとしている。生物多様性に関してはさらに別の共同声明を採択し，生

物多様性条約で規律されている遺伝資源について環境上適正に利用すること，

伝統的な知識を尊重し，保存しおよび維持すること，遺伝資源又は伝統的な

表 ₅　Japan-India RTA　第 ₈条（環境保護）

1

各締約国は，環境保護および持続可能な開発の重要性を認め，並びに環境に関
する自国の政策および優先度を定める権利を有することを認識して，自国の法
令において環境保護に関する適切な水準について定めることを確保し，当該法
令を引き続き改善するよう努める。

2 各締約国政府は，環境に関する自国の法令の遵守を監視すること，当該法令違
反の疑いについて調査することその他の適当な措置をとる。

3

各締約国は，次の事項を行うよう努める。
（a） 環境政策および関連する事項についての啓発を促進するため，そのような

分野についての教育の促進その他の方法により必要な措置をとること。
（b）環境上適正な物品およびサービスの取引および普及を奨励すること。

4 両締約国は，両締約国が締結している環境に関する国際協定に基づく権利およ
び義務を再確認する。

（出所）　「日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定」より，筆者作成。
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知識に基づく発明の特許に関係する情報の共有を促進することなどで合意し

ている。

₄．カナダの RTAにおける環境条項の特徴

　カナダは RTAに署名すると同時に環境，労働，投資に関する協定にも署

名し，これら全体で両国の経済関係を緊密化させる手法をとっている。これ

まで締結・署名した RTAのうち，イスラエルと欧州自由貿易連合（European 

Free Trade Association: EFTA）を除くすべての RTAで環境に関する協定を別

途締結している。イスラエルの場合は，経済関係の強化というよりも政治的

関係の強化という色彩が強いため，協定が対象とする項目も条文数もほかの

RTAに比べて少ない。また，EFTAとの RTAはカナダ自身が「第一世代の

協定」と呼ぶように，関税の引き下げに重点をおいたものとなっており，貿

易に関連するその他の事項，たとえばサービス貿易，投資，知的財産権とい

った分野ですら扱われておらず，環境，労働に至っては，第22条の一般的例

外として挙げられるくらいである（表 ₆）。

　RTAと国際環境条約との関係や，貿易に関連するほかの事項（政府調達，

貿易の技術的障害―technical barriers to trade: TBT―，紛争解決など）につい

ては，RTAの本協定で規定されている。国際環境条約との関係については，

上述したように，当該 RTAの義務と国際環境条約で定めている貿易関連の

義務が衝突する場合は，国際環境条約の規定が優先するとしている⒄。

　環境に関する協定には，環境保護，環境関連協力，環境基準の実施，協議

あるいは紛争解決の手続きなどが規定されている。その他の規定事項は以下

のとおり。

◦　国内の環境法の施行

◦　貿易・投資を促進するために国内の環境規制を緩和しない

◦　 環境法に違反した場合の経済制裁あるいは是正措置発動に関す
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る手続きを確保する

◦　 環境法，環境政策に関する public awarenessを高め，そのため

に環境関連の情報へのアクセスを確保する

◦　環境影響評価

◦　 企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility: CSR）を活用

する

◦　生物多様性の保護を強化する

◦　 伝統的な知識，先住・ローカルコミュニティの慣行・伝承に対

して敬意を払い保存する

表 ₆　カナダが締結した RTA

効力発生日
（年/月/日） 相手国・地域

【おもな環境条項】

前文 付属
協定 章 条項（環境に関する章以外のもの）

1 1994/1/1 U.S.A，Mexico
（NAFTA） ○ ○ × MEAとの関係（104条）

投資（1106，1114条など）
2 1997/1/1 Israel × × × 一般的例外（10.1条）

3 1997/7/5 Chile ○ ○ ×
MEAとの関係（A-04条） 
投資（G-14条）
一般的例外（N-05条）

4 2002/11/1 Costa Rica ○ ○ × MEAとの関係（I.4条） 
一般的例外（XIV.1条）

5 2009/7/1 EFTA ○ × × 一般的例外（22条）

6 2009/8/1 Peru ○ ○ 第17章

MEAとの関係（103条） 
TBT（608条）
投資（809，810条など）
一般的例外（2201条）

7 2011/8/15 Colombia ○ ○ 第17章

MEAとの関係（103条） 
投資（815条など）
政府調達（1402条）
一般的例外（2201条）

8 2012/10/1 Jordan ○ ○ 第10章 MEAとの関係（1-5条） 
一般的例外（15-1条）

9 2013/4/1 Panama ○ ○ 第17章
MEAとの関係（1.06条） 
投資（9.07条，9.16条，9.17条）
一般的例外（23.02条）

10 2013/5/14 
  署　名 Honduras ○ ○ 第18章

MEAとの関係（1.4条） 
投資（10.7条，10.15条，10.16条）
一般的例外（22.2条）

（出所）　WTO，カナダ外務国際貿易省のウェブサイト等から，筆者作成。
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◦　 環境保全のために実施する緊急措置の場合は，TBT関連の変

更であっても透明性の確保を回避できる

◦　 貿易・投資促進のために RTAが規定している義務とは相対す

る場合でも，健康の維持や環境の保護に必要な措置を実施する

ことを認める

　このようにカナダの RTAも米国と同様詳細な環境条項を有している。し

かし，こうした環境条項が複雑に絡み合うことにより，かえって途上国の環

境 ･資源保護や健康に関する基準を適切に運用する能力を RTA相手国から

奪っていると批判されている（Common Frontiers 1998）。しかし，カナダの

RTAの環境条項をみるかぎり，新たな環境基準の設定や保護主義的な措置

の是正に制限をかけるような仕組みにはなっていない（Colyer 2011, 113-114）。

₅．途上国間の RTAにおける環境条項の特徴

　途上国間 RTAは途上国に与えられた優遇措置（S&D）により，先進国が

参加する RTAよりも緩い要件で締結することができる（注 ₈参照）。このた

め途上国間 RTAは，厳格な関税引き下げプログラムを導入するというより

は，むしろ緩やかな経済連携を形成するための一手段として，GATT時代か

ら活用されてきた。2000年以前は複数国間の RTAが主流であり，たとえば

ラテンアメリカのMERCOSUR，アジアの ASEAN自由貿易地域（ASEAN 

Free Trade Area: AFTA），南アジア自由貿易地域（South Asia Free Trade Area: 

SAFTA），太平洋島嶼国自由貿易協定（Pacific Island Countries Trade Agreement: 

PICTA），アフリカの東南部アフリカ市場共同体（Common Market for Eastern 

and Southern Africa: COMESA），東アフリカ共同体（East African Community: 

EAC），南部アフリカ開発共同体（Southern African Development Community: 

SADC）などが形成されている。近年では途上国における二国間 RTAも増え

てきており，India-Chile RTAや India-Malaysia RTA，Chile-Colombia RTA，
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China-Pakistan RTA，Chile-Mexico RTAなどが発効している。しかし，こう

した途上国間 RTAの多くは，環境にまったく触れていないか，前文で言及

がある程度である。環境条項を取り入れている数少ないケースとして

COMESA，EAC，SADC，ECOWAS，China-Chile RTA，India-Malaysia RTA

などが挙げられる。ただし，米国やカナダの RTAと比べ，その規定内容は

曖昧なものが多い。

第 ₃節　RTAによって途上国が直面する「貿易と環境」問題

　先進国－途上国 RTAでは，先進国が規定している高度な環境保護の水準

が RTAを通じて引き下げられることのないよう，途上国に対して必要な環

境政策を講じたり，適切な環境法令を整備することを求める場合がある。こ

うした RTAの締結をきっかけに，直接あるいは間接的に途上国が問題を抱

えるケースがみられる。また，途上国間 RTAでは環境関連の規定がないこ

とから，環境への配慮がなされないまま貿易自由化を優先させてしまうこと

もある。本節では，途上国が RTAを通じてどのような問題に直面している

のか，具体的事例，あるいは事前の環境影響評価で指摘されたケースを検討

する。

₁．輸出増大による環境破壊

　Vutha and Jalilian（2008）は，ASEAN-China RTAによって，中国およびメ

コン河流域国（カンボジア，ラオス，タイ，ミャンマー，ベトナム）の環境に

影響が生じたと指摘している。Vutha and Jalilian（2008）によると，ASEAN-

China RTAに基づく関税削減がスタートした2005年を境に中国とメコン川流

域国との貿易額は輸出入双方向で増大した。取引された産品をその生産過程

における環境汚染度合で三つのグループに分類して，中国－メコン川流域国
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間の貿易の動きを分析した結果，中国からメコン川流域国に向けて，最も環

境汚染度合の高い産品の輸出が急増していることがわかった。そのほか，カ

ンボジアから中国向けのゴム，水産物の輸出が増え，これらの生産を増大さ

せるために，ゴムの場合はプランテーション造成による森林破壊を，水産物

の場合は違法漁業や過剰漁獲を引き起こしているとしている。こうした状況

に対してカンボジア政府は環境対策プログラムを策定して対応しているが，

人材不足や資金不足などにより有効な対策を講じることができないでいる。

ASEAN-China RTAには環境条項がなく，RTA締結を契機に発生した環境問

題に当事国間で協力して対応する制度が整っていない。

　貿易自由化で輸出機会が増え，生産が拡大することにより環境が悪化する

というサイクルは，これまで多くの国が経験している。しかし，近年，RTA

がWTOに代わって貿易自由化を推進する役割を果たし始めており，古い問

題が再び生じているといえよう。

₂．輸入増大に伴う環境破壊

　Japan-Philippines RTAの環境関連条項は，日本の RTAの「ひな形」とさ

れている Japan-Singapore RTAよりも環境を扱っている条項が若干多いもの

の，基本的には「ひな形」の範囲内といえる。これらの条項それ自体につい

ては，二国間で大きな議論とはならなかった。しかし，Japan-Philippines 

RTAの交渉中に，有害廃棄物に関してフィリピン側（おもに NGO―non-

governmental organization―）から懸念が表明された。すなわち，Japan-Phil-

ippines RTAでの関税撤廃により日本からフィリピンへの有害廃棄物の輸出

が促進されるのではないかというものであった（Lat 2009）。これらに対し

て日本側は，Japan-Philippines RTAの趣旨にかんがみこのような懸念は生じ

ないとし，双方の外務大臣の書簡交換という形で一応の解決をみた⒅。

　しかし，フィリピン側が問題としているのは，バーゼル条約が規律してい

る「有害廃棄物」の輸入ではなく，中古品の輸入増大である。ある物品が
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「有害廃棄物」として扱われてフィリピンに輸入されてくるのであれば，そ

れはバーゼル条約のもとで厳格に管理されており，フィリピン側もさほど心

配していない。懸念しているのは，中古品として輸入されてくる電気・電子

機器などである。これらは正規の輸入品としてフィリピンに入ることができ

る。たとえば中古テレビの場合，問題は二つある。一つめは，中古テレビの

耐用年数が短く，輸入後直ぐに「廃棄物」となる可能性が高いことである。

「廃棄物」となったテレビはリサイクル制度が整備されていないなかで，不

法に投棄されたり，オープンスペースに山積みされていったりする。こうし

たなかから有害物質が流れ出て環境を汚染する危険性があるというのである。

もう一つは，中古品の輸入価格は非常に安いため，扱っている業者はこれを

大量に買い付け，たとえば中古テレビ ₃台から使用可能な部品を集め，耐久

年数の長い優良な中古製品に仕上げ直し，マーケットへと流す。 ₁台のテレ

ビを再生するのに使われた残りのテレビはそのまま廃棄物となり，やはり，

フィリピンの環境破壊につながっていくというのである。こうしたものの流

れはバーゼル条約では規律できず，Japan-Philippines RTAの規定でも正規の

輸入品としてフィリピンに入ってくるので規制できないため，むしろ扱いの

難しい問題となっていると指摘する⒆。

　フィリピンでのリサイクル制度や廃棄物処理制度は依然として整備されて

いない。しかし，上述の中古品輸入の場合は，残存の耐用年数が一定以上

（たとえば ₅年）なければ輸入できないといった規則を策定することにより

対応しようとしている⒇。地方政府・自治体が第一義的に監督する権限を有

しており，国の政策として整備強化を推進していくのも困難な状況となって

いる。こうしたフィリピン国内の問題を解決しないかぎり，Japan-Philip-

pines RTAをめぐる廃棄物問題はつづくものと思われる。

₃．環境基準の厳格化

　RTA締結によって環境基準が厳格化する可能性が事前の環境影響評価で
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指摘されている。たとえば，RTAの当事国間で残留農薬基準や排ガス基準

などに差がある場合，基準の高い国で流通できない劣悪な食品や製品が，

RTAに基づく関税引き下げの効果により基準の低い国に流入する可能性が

ある。このため，それまで環境基準が低かった国は自国の環境を保護するた

めに基準の引き上げや規制の強化を行う必要性に迫られる。この結果，RTA

域外の貿易相手国のマーケットアクセスが困難となる事態が生じる（RTA締

結に伴う食品安全基準の引き上げについては，本書第 ₅章第 ₂節 ₂項参照）。

結びに

　RTAはその締結数を急速に増大させ，WTO法とともに国際貿易を規律す

る役割を担っている。こうした現状のもと，RTAにおける環境条項は「貿

易と環境」問題を議論する際の重要な要素となってきている。米国やカナダ

などが導入している詳細な環境条項は，RTAを交渉する過程で相手国（とり

わけ途上国）の環境に対する意識を，政府の交渉担当者というレベルにおい

ても，一般の認識というレベルにおいても高めている。そして，こうした

RTAの締結は，環境に配慮しつつ貿易の促進を図る手段を模索するきっか

けともなっている。この意味で，RTAは貿易自由化と環境保護を相互支持

的に達成する一つの方策ともいえよう。しかし，こうした機能をもつ環境条

項がすべての RTAに組み込まれているわけではない。環境への配慮を前文

で触れるにとどめている RTAや途上国同士の RTAのように環境に関する規

定がまったくないものもある。環境保護に対する意識の高まりとともに，

RTAにおける環境条項の整備が必要となってくる。

　しかし，より問題なのは，RTAの環境条項が整備されたからといって，

RTAに起因する環境破壊を抑止できるわけではないことである。この点は，

環境条項を対象にしてきた従来の研究ではみえてこなかった部分である。途

上国が直面している問題として本章で取り上げたもののいくつかは，RTA
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締結によって期待されたモノの動きが，結果的に RTA当事国の環境を悪化

させることにつながってしまっている。こうしたモノの動きは，RTAを締

結する目的の一つであり，RTA整合的である。このような問題を解決して

いく手段として，RTA締結の前に実施される環境影響評価をより効果的か

つ正確に行い，RTA締結によって環境への影響が懸念される場合には，そ

れに対する解決策を検討 ･実施できる仕組みを RTA本体に組み込んでおく

ことが重要となろう。

〔注〕
1　2013年 ₇ 月31日時点でWTOに通報された RTAは575に上る（ただし，同
じメンバーが通報している物品に関する協定とサービスに関する協定を別々
にカウントしている）。このうち，現在効力が発生しているものは379件とな
る。WTOウェブサイト（http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_
e.htm）参照。
2　途上国が参加する RTAは，その参加メンバーのステイタスによって先進
国－途上国 RTAと途上国間 RTAに分けられる。本来，RTAはお互いが対等
の立場に立って，相互に自由化し，それぞれの自由化の利益を享受し合うと
いう仕組みで成り立っている。このため最初は，たとえばオーストラリア－
ニュージーランド RTAや東南アジア諸国連合（Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN）などの経済レベルが似ている先進国同士あるいは途上国同
士の地域貿易協定が多かった。しかし1990年代以降は，先進国－途上国 RTA
が急増している。
3　特別なケース（Japan-Philippines RTAなど）に注視したものはあるが，RTA
の環境条項における開発問題といったアプローチではない。
⑷　各 RTAの名称は，二国間の場合，参加メンバー名の後に貿易自由化や経
済協力強化を示す文言がつけられる場合が多い。この部分の用語としては，
“Free Trade Agreement,” “Economic Partnership Agreement,” “Trade Promotion 
Agreement,” “Closer Economic Relations,” “Comprehensive Economic Coopera-
tion Agreement,” “Comprehensive Economic Partnership Agreement,” “Economic 
Partnership Agreement”など多様である。このため RTAの略称についてもさ
まざまとなる。本章では数多くの RTAに言及することから，個々の RTAの
固有名の略称を使用しているとどこの国の RTAなのか判りにくくなってし
まう。そこで二国間の場合は「国名－国名 RTA」という表記方法に統一する
（The Japan-Singapore Economic Partnership Agreementの略称は，一般的に使
用されている JSEPAではなく Japan-Singapore RTAと表記）。当事者が複数国
のグループである場合，たとえば EUや ASEANなどについても，それらグル
ープを一つの国家とみなして，二国間 RTAと同様の表記をする（たとえば，
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EU-Serbia RTA，ASEAN-China RTAなど）。それ以外の地域間 RTAの場合は，
個々の略称を使用する（たとえば北米自由貿易協定は NAFTAなど）。

⑸　ただし，前文の文言は当該条約の意図を解釈する際に重要な役割を果たし
得る。WTOのパネルにおいても，エビ・カメ事件（インド，マレーシア，パ
キスタン，タイ－米国，1998年）の際，前文の文言を重視した協定解釈がな
された（UNEP and IISD 2005, 97）。

⑹　カナダは，投資協定を交渉・締結する際も事前の環境アセスメントの実施
を合意の条件としている。
⑺　EUの SIAは厳密な意味で法的義務となってはいないが，その基礎となって
いるガイドラインは法的拘束力のある文書として扱われている（Tébar Less 
and Kim 2008, 8）。

⑻　途上国間 RTAは「授権条項」（Enabling Clause）と呼ばれる規定により，
GATT第24条やサービス貿易に関する一般協定（General Agreement on Trade 
of Services: GATS）第 ₅条よりも緩やかな条件（①他の締約国の貿易に対して
障害又は不当な困難をもたらさないこと，②関税その他の貿易制限が無差別
原則に基づく自由化の障害とならないこと，の二つのみ）で RTAの成立が認
められる。
⑼　先進国－途上国 RTAに S&Dを適用するかについては賛否両論がある。

S&Dを認めた場合，当該 RTAの先進当事国は特定の途上国に対して特恵を供
与することになるが，こうした措置が特恵制度の細分化，ひいては法規範の
多元化を招くのではないか。あるいは，途上国を巻き込んで経済のブロック
化を助長するおそれがある，といった懸念が表明されている。一方で，S&D
の適用を求める声も強く，とりわけ EUとの RTA締結を進めているアフリ
カ・カリブ・太平洋（African, Caribbean and Pacific: ACP）諸国は現在交渉中
のWTOドーハ開発ラウンドで先進国－途上国 RTAに柔軟性を求める提案を
行っている。この点につき Alam（2008）は「NAFTAの場合，メキシコと米
国・カナダとの経済格差が存在したままでは，その不均衡は NAFTA内の環境
問題を解決するために相互協力するというよりは，メキシコに対する制裁に
なり得る」と指摘している。
⑽　検討の中心はあくまで先進国－途上国 RTAであるが，各国の RATのうち，
先進国－先進国 RTAと先進国－途上国 RTAとで規定に違いがあるのかなども
考察に含めるため，ここで扱う RTAの対象は各国が締結したすべての RTAと
する。
⑾　TPPは，2006年にブルネイ，チリ，ニュージーランド，シンガポールの ₄
カ国間で発効した環太平洋戦略的経済連携協定（P4協定）に，米国，オース
トラリア，ペルー，ベトナムが参加するために2010年に交渉を開始したもの
である。その後さらに，マレーシア，カナダ，メキシコ，日本が拡大交渉へ
の参加を表明し，2013年12月現在は12カ国で議論されている。
⑿　付属文書として環境技術協力に関する共同声明があるが，これは，環境技
術協力という特定の事項について，両国がプログラムを実施していくことを
確認しているに過ぎない。
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⒀　ただし，それぞれの RTAに特徴的な規定もある。たとえば US-Australia 
RTAの場合，オーストラリアの環境法・環境規制が州レベルのものなので，
環境に関する章についてはオーストラリアの各州とテリトリーにも拡大して
協定の義務を負わせる形となっている。
⒁　1992年に設立された ACP諸国のカリブ海地域フォーラム（Caribbean Forum 

of the ACP States）のことで，15カ国が参加している。
⒂　Eastern and Southern Africa 諸国のことで，マダガスカル，モーリシャス，
セイシェル，ジンバブエの ₄カ国。

⒃　その他 ₃本の添付声明は，ダンピング防止措置，貿易の技術的障害（techni-
cal barriers to trade: TBT）および労働に関するものである。
⒄　 こ う し た 規 定 は Canada-Chile，Canada-Costa Rica，Canada-Colombia，

Canada-Peru，Canada-Jordan RTAにみられる。また，RTAより優先される国
際環境条約は条文のアネックスにリストアップされており，たとえば Canada-
Colombia RTAの場合は，ワシントン条約，モントリオール議定書，バーゼル
条約，ロッテルダム条約の四つ，Canada-Jordan RTAの場合はこれらにストッ
クホルム条約（POPs条約）を加えた五つである。

⒅　書簡のなかでは「①有害廃棄物の輸出入については，Japan-Philippines RTA
第11条（一般的例外および安全保障のための例外を規定。GATT第20条の一
般例外を準用）においてバーゼル条約に基づくものを含め『人，動物又は植
物の生命又は健康の保護のために必要な措置』をとることが妨げられないこ
とを定めており，引続き同条約に従って厳格な規制が課されること」を再確
認している。

⒆　フィリピンの環境政策に関する識者へのインタビュー（2012年12月₄，₆日）。
⒇　フィリピンの環境政策担当者へのインタビュー（2012年12月 ₅ 日）。
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